
平成31会計年度における協議会等開催計画
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1 長官，所長会同 6月19日

20R

◆ 2日 当面の司法行政上の諸問題 高裁長官、地裁・家裁所長 総務局 84人

句
⑤ 長冨事務打合せ 11月21

日． 22R

2R 司法行政上の諸問題 高露長官 総務局 8人

3 長官巫務打合せ 3月12R

(予臘日： 3
月11R

3R)

０
◇

1

1日 司法行政上の諸問題 高裁長官 総務局 8人

4 尚奴畢搦同愛拙湧打合せ ・ 10月4日．

3月5日
(2回）

1日 司法行政上の諸問題 高裁事務局長 総務局 8人

5 高裁総務隈長等事務打合せ 11月14日 1日 総務郡務全般の連絡協醗 高裁総務課長及び文書企画官 総務局 16人

6 同鍬首席番妃官事務打合せ 1 1月7日 1同 琶回E画李】ガエ唾呼／唾禧腕睡 高裁の民事首席番記官及び刑事首臨書記官 総務局 16人

7 人事関係等事務打合せ（商裁事務局次
長）

5月 2R 人事行政等事務全般の連絡協餓 高裁事務局次長 人事局 8人

8 人事事務打合せ（商飛人乎課長） 10月 2日 人事行政郵務全般の連絡協睡 画睡八畢味丞撰U,1頁J曄jE圏~員XIまI刺､喉悶§鍵1m産

のうちいずれか1人
人事局 16人

9 人事駆務打合せ（商裁人事際長） 2月 2R 人事行政事務全般の連絡協醗 高裁人事課長及び同潔企画官又は同課眠長補佐

のうちいずれか1人
人率局 16人

10 萩理関係等事務打合せ（高裁事務局次
長）

9月 2日 経理行政等率務全般の連絡協譲 高裁事務局次長 経理局 8人

ll 謹理関係等事務打合せ（高裁事務局次
長）

1月 2日 経理行政等事務全般の連絡協餓 高裁事務局次長 謹理局 8人

12 迩理事務打合せ〈高裁会計際長） 10月 2R 経理行政事務全般の連絡協識 高裁会

同鰹専
ll･課長及び同謀企画官,同課謀長補佐又は
弓官のうちいずれか1人

経理局 16人

13 軽理事務打合せ（高裁会計課長） 2月 2日 謹理行政事務全般の連絡協議 高裁会計課長及び同腺企画官,同繰課長補佐又は

同課専門官のうちいずれか1人
謹理局 16人



勾
一

番
号

●

申
一
■
守

穂別 開催時期. 会期 協雛事項 ● ． 協磯員等
｡ ■

●

● .

所管局課．

ゅ

人質.
14 氏事執行事件及び倒産砺件担当者等事
務打合せ

1 1月～12

月

1R 』 氏琴熱1J季'十UJ]里"制エラ弓哩~ツヘさ母か楓1－ワン

いて

2 自然人破産事件及び個人再生事件の噌加に
鯛えた手続運営上の工夫並びに倒産事件におけ
る運用改善の取組について

1

都 0
東京．

神戸，
横浜， さいたま，千栞，大阪，京

名古屋，広島，福岡，仙台，札幌及
び高松各地蛾の執行・倒産担当の裁判官各1人
(執行事件と倒産事件を担当している部が異な
る場合には， 2人とする二ともできる。 ）
2 1の各地裁の民事首席書妃官又は民事次席
番記官各1人

3 1の各地殿の総括執行官各1人

民事局 約41人

15 閏停姿買協眠会及び鯛停委員表彰式 10月 1R 1鯛停制度の在り方に関し考慮すべき事項
盆掃惑錨鴇奮襄琵

民事鯛停委員，家事鯛係委員 民］
＝四

匪局
屋屋

58人

16
舞晦名 ヲ 分壬一屯副ロ函の ﾛ出蕃画ﾜ丑1匹歩蚕室｢合せ 5日5月 利口

ユ、
ロハ孟左Mn室琴衡

企

IRIB鋸U＝『刀U産み唾延画呼

鯛査官が行う闘整エ

m ■ 一一一一凸■一一一一一－一｡一■

§する家裁の首席家庭裁判所
F務に関し考瞳すべき事項

■ー一口｡■可■一石了一口■正 ＝一■■U■■一ユ一一一一■一一一一画五官■一■

高裁の所在地を管轄する家裁の首席家庭裁判所
關査官

劃、"負

饗
琢畦周

、 ■

8人

17 陵兇関係乎件郡務打合せ 5月～6月 0． 5日 陵見関係事件の逆用に閲する連絡協醗 1 両寂の民事次席書記官1名

2高裁の総務繰長又は総務隈課長補佐のいず
れか1名

3高裁の所在地を管轄する家栽の部総括裁判
官又は上席裁判官のいずれか1名
4高裁の所在地を管鰭する家裁の家率の首席
書紀官又は家事の次席密紀官のいずれか1名
5高裁の所在地を符鰭する家裁の総務謀長1
名

家庭局 40人
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1 総務畷長等協職会 12月～翌年2月 1H 認務砺務全般に関する賭問題 1 間地家識総務課長

2高地家裁文書企画官，
務課探長補佐，専門官のう
当と胴めるもの

総
相
裁
が
家
栽
地
高
高
ち

各高裁所在地から開悩地
を週定予定（合同開催）

総務局 約118

人

句
》 首席密記官騨協碓会 1月～2月 1H 沓胆.目畢扮について，盲肺吾罷筒として琴

慮すべき事項等
商地家裁の首席誇記官及び地家裁の蛾

判官（具体的な対象範囲は未定）
各商蹴所在地から開悩地

を逓定予定（一部合同開
催）

総務局 未定

3 人妙I剣朧畢湧脇目歴会 6月～7月 1日 人事事務の処理に関し考慮すべき耶項 高裁の事務局次長及び人事課長．地家
裁の事務局長

各画裁所在地から開
を複数選定（合同開

幽地

闇）
人事局 116人

4 人事管理協醗会 9月～10月 1R 人事管理上の諸問題 高裁の事務局吹長及び人事課長，地。
家裁の事務局次長

各商裁所在地から開悩地

を複数選定予定（合同開
催）

人事局 約130

人

5 人邸担当腺長辱協鍍会 10月～12月 1R 人事事務全般に関する諸問題 1 各高等識判所の人巫躁長及び人事

媒課長補佐等
2各地方裁判所及び各家庭裁判所の
人事担当躍畏

各高観所在地から開悩地

を避定予定（合同開催）
人事局 116人

6 経理関係事務協雛会 6月～7月 0． 5R 謹理事務の処理に閲し考慰すぺき事項 高餓の事務局次長及び会計課長，地家
栽の事務局長

各高裁所在地から開他地
を複数選定予定（合同開
催）

経理局 110人．

7 会計隈長協雛会 ］月～2月 1R 予算の適正執行及び効率的執行に関し，琴
瞳すべき審項

高識の会計隈長及び地家裁の会計腺長 各商識所在地から開悩地

を複数週定予定（合同開
催）

趣埋同 61人

8 簡易栽判所民郡実務研
究会

各地裁で決定

(6月～翌年3
月）

1R~

2R

晒誠の鯛停制度及び司法委員制度の運用に

関し実務上考慮すべき事項
両識の蛾判官及び書配官，民率鯛停委
員、司法委員

各地裁 民事局 各地裁で

決定

9 新任民事鯛停委員研修
令
室

各地裁で決定

(原則として4月
～7月）

2日 氏号か蝿博母心1千UJ処理Iｰ必麦J謨鈷蝿ﾛﾘ河U“の

習得
新任民砺鯛停委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定

10 新任民事圃停委員ケー
ス研究会

各地裁で決定（6
月～翌年3月）

1日 民事閥停事件の処理につき事例研究の方法
による実践的な知鐡及び技術の習得

新任民事鯛停委員 各地裁 民事局 各地裁で
決定

11 民事鯛停委員研究会 各地裁で決定

(6月～翌年3
月）

1日～

2日

民事鯛停事件の処理につき必要な応用的知

職及び技術の習得
2手ないし3年程度の実務経験のある

民事鯛停委員
各地識 民事局 各地裁で

決定

12 民事鯛停委員ケース研
究会

各地蛾で決定

（6月～翌年3
月）

1日～

2R

民事鯛停率件の処理につき駆例研究の方法

による実践的な知臓及び技術の習得
民砺鯛停委員 各地銃 民率局 各地蛾で

決定

13 恥1苧浬圏l助ﾛ函霊媒U,脚

惇委員表形式
各高裁で決定

(9月～1 1月）

1日 1 民事・家事鯛停の遮営に関し考慰ずべ
き本項
、 萱挙唾…B趣塞2

各地叙及び家栽管内の鯛停協会におい

て指導的地位にある鯛伸委員
各商蹴 民事局

家庭局
各高戟で
決定
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14 鑑定委員協雛会 開腱する地裁で決

定
(6月～12月）

1R 借地非舩事件の処理に関し考歴すべき窃項 東京及び大阪各地裁の鑑定委員 開催する地鏡で決定 民事局 開催する
地裁で決
定

15 新任司法雲員研修会 各地裁で決定

(1月～3月）
0． 5日 ロI広安風とLtvJ吋既1万6－ジンさ必安砿盆蝿ﾛリ

知鑛の習得
新任司法委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定

16 司法委員研究会 各地識で決定

(6月～翌年3
月）

1R~

2日

司法委員としての職務につき必要な実践的
知蹴及び技能の習得

司法委員 各地裁 民事局 各地蛾で
決定

17 管財人等協継会 各地裁で決定

(9月～翌年3
月）

1R 倒産事件の管財業務等の処理に関し考慰す
べき事項

破産事件の破産管財人，民事再生事件

の監督委員及び個人再生委員，会社更
生事件の管財人等

各地裁 民事局 各地裁で

決定

18 簡易識判所民事事
当畿判官等協雛会

件担 翌年 1月～2月 1R 1 簡易裁判所の本来的役割を踏まえ，簡
裁判事による審理述営の更なる改醤を図る
ために庁として取り組むべき事項
2民事鯛停の更なる運営改善を図り，そ
の適切な利用を促すための．鯛停委員の安
定的な育成方法及び職略的な広報活動の在
り方

』 官』唱勿錘刊”I●ITUｱr哩I剛錘Uノ崖季

駆件を担当する裁判官1人（東京及び
大阪の各簡栽は，脈舩事件担当裁判官
及び民事圃停事件担当裁判官1人ず
つ）

2 上配筋裁を管軸する地裁の民事事
件を担当する裁判官1人

3 上配簡裁を管轄する地裁（東京，
大阪． 名古屋，福岡及び札幌を除
く． ）の民事首席書記官又は民率次臓
書肥官のいずれか1人並びに東京簡裁
民事首席書紀官及び大阪，名古屋，福
岡及び札幌の各筋裁首席番記官1人

(合同開催） 4高裁で開
脳（開悩地は未定）

民事局 152人

19 民事事件担当裁判官等
協雛会

9月～10月 1R 1 民事斫訟手続のIT化を通じ，裁判の

質を向上させるために庁として取り組むく
き課題
2①各庁における合職の充実・活用の取
組状況

②争点中心の審理という理念を具体化
した審理の在り方についての共通飽餓を確
立させるために庁として取り組むべき牒題

1 全地方栽判所の民事事件を担当す

る部総括裁判官1名及び陪席裁判官
（右陪席又は左陪席） （うち1名はP
Tメンバーと， うち1名は合雛事件を
担当している裁判官とする。 ）
2 全地方栽判所の首席書記官又は次
席書紀官
3 各ブロックの高等裁判所の裁判官
1名，首席書記官

(合同開催） 4高裁で開
催（開催地は未定）

民事局 166人

20 刑寧窃件担当裁判官協
議会

1月～2月 1日 1 識判員制度の遮用に関し考砿すべき事
項

2刑事斫舩法の運用について

間・地裁の戒判官 (合同開催）4高裁で開
脳（開催地は未定）

畑事局 68人

21 刑畢騒疋Nr死会 各地裁で決定
(6．月～翌年3
月）

0． 5R 刑駆事件の鑑定を巡る諸問題 学睡経験者並びに地裁の裁判官及び番
配官

各地裁 刑事局 各地裁で
決定

聖 心神喪失者等医療観察

法関係研究協議会
各地戒で決定

(9月～翌年3
月）

0． 5日 医療観察事件の処理上問題となる事項及び

実体的な判断の在り方に関して考愈すべき
事項

覇神保健判定医及び精神保睡参与員侯

捕者並びに地裁の殻判官及び書配官
各地裁 珊事局 各地裁で

決定
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鍵人員
23 犯罪被害者等の趣かれ
た立場，状況等に関す
る理解を深めるための
研究会

各高裁で決定（6

月～翌年3月）

0 5日 犯罪波害者等基本法19条の趣旨を踏ま
え，犯罪被害者弊の瞳かれた立場，状況等
に関する理解を深めるための意見交換等

意見交換等のテーマに応じた外部有職

者等並びに高裁，同高裁管内の地栽，
家裁の裁判官及び被害者対応をする可
能性のある職員（商裁管内の各地家裁
から簸低限裁判官その他の職員各1人
に参加してもらう予定）

各高裁 刑事局

家庭局
各高裁で
決定

24 法廷通駅基礎研修 各地裁で決定
(4月へ翌年3
月）

1日 法廷通訳騒験のない又は少ない初級レベル

の通駅人侯柵者等を対象とした法廷通駅に
必要な知鰄・技能の習得

通訳人侯禰者となることを希望し，か
つ．対象首路の通訳人としての適性を
鮒えていると鹿め･られる者又は通駅人
候補者並びに地裁の裁判官及び書記官

各地裁 刑事局 各地裁で
決定

25 法廷通訳セミナー 各高裁で決定

(6月～翌年3
月）

2日 中級レベルの通択人侯揃者を対象とした法

廷通訳に必要な知織・技能の習得
通訳人侯禰者並びに高裁及び開催地の

地裁の裁判官及び書記官
各高栽所在地にある地裁

（東京，大阪各高裁にお
いては，それぞれの高裁
が定める管内の地裁）

刑事局 各商裁で

決定

26 法廷通駅フオローアッ
プセミ十一

東京．大阪各高弛
で決定

（6月～翌年3
月）

2日 上級レベルの通駅人候補者を対象とした法

廷通訳に必要な知繊・技能の習得
通訳人候補者並びに東京，大阪各高栽
及び東京，大阪各地裁の裁判官及び櫓
配官

東京，大阪各地裁 刑事局 各高裁で
決定

27 保護観察に関する連絡
協鵡会

各地裁で決定（7

月～翌年3月）
0. 5日 1 保謹観察の実燗について

2その他
地裁の裁判官（支部を含む）及び1呆鯉

観察所の職員
各地識 刑事局 各地戴で

決定

28 簡易敏判所州事事件担
当栽判官協鮫会

10月～12月 1R 1刑事事件の運用に関し考愈すべき事項
2その他

刑事事件担当の而易栽判所判事，開悩
地所在の地裁判事

(合同開催）4高裁で開
脳（開催地は未定）

刑事局 108人

” 検察審査会砺務局長研
究会

6月～10月 0． 5R 検察審査会事務局事務について必要な知鐡
の取得及び実務上の諸問題の検討

地鍵本庁所在地の検察審査会（複数の

検察審査会が股睡されている場合に
は．第一検察審査会)の事務局長

(一部合同開催）

3～4高裁で開催（開催
地は未定）

刑事局 50人

30 労働審判員研修会 各地裁で決定

(4月～6月）

1R 労働審判事件の処理に必要な基礎的知織の
習得

新任労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で

決定

31 労働審判員研究会 各地裁で決定

(原則として9月
～12月）

1R 力剛密干ﾘ畢・1千Uﾉ心圏§1,-9睡塞砿辱rlロリ知賦UJ

習得
労働審判員 各地識 行政局 各地裁で

決定

32 知的財壺樋翫舩研究会 10月～］2月 0． 5日 知的財函樋脈舩について琴瞳寸べき実務上
の諸問題

刃U噸1面1鰹Uノ睡刊巳墾U,1－不駆向奴p 』促

京及び大阪各地裁の知的財産楢関係事
件を担当する裁判官
(注）主催は知財高裁

』偲万L戯誕

(知財高裁）
行政局 22人
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寺

① 心

毎
●
開悩地
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洲
．

◆
。
●

ａ
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33 麺pJ別唾畑I剰舜学1引・1呈

当専門委員実務研究会
10月～12月 0． 5日 知的財産樋関係事件における専門委員の関

与の在り方
1 知財高裁の裁判官並びに東京及び

大阪各地裁の知的財産権関係事件を担
当する裁判官
2知的財産侭関係事件を担当する専
門委員（知的財産樋関係事件に関与し
たことがある者及び本研究会への出席
を希望する者に限る）
(注）主悩は知財高裁

隈凧尚認

(知財高裁）
行政局 知財高裁

で決定

34 新｛E家事闘停委員研修
今
室

各家裁で決定（陳

則として4月～7
月）

1日～2

R

家事鯛停事件の処理につき必要な基礎知職

の習得
新任家事鯛停委員又はこれに噸ずる家

事閥停委員
各家凱の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

35 家耶鯛停委員研究会 各家裁で決定（6
月～翌年3月）

1日～⑨ー

日

永畢脚瀞畢1千Uﾉ辿埋1こつさ必心蟹な守門ﾛﾘ知

職の習得
家畢鯛桴歪輿 各家識の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

36 家平鯛停委員ケース研

究会
谷家裁で決定（6

月～翌年3月）

1R～2

R

家事鯛停事件の処理につき事例研究の方法

による必要な知織の習得
家事鯛停委員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

37 家睡裁判所家事実務研

究会
各家裁で決定（6

月～翌年3月）

1R～2

日

家事事件の処理に関し考慮すべき事項 家裁の裁判官及び書記官，家競鯛壷

官，家事鯛停委員，参与員
各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家城で

決定

38 家:蒋関係擬関との連絡

協職会
各家裁で決定
(.』月～翌年3
月）

1日～

2日

家事事件の処理に関して連絡鯛堕を要する
率項

家奴の誠判冨及び畜目巳冨，家殿鯛垂

官，福祉関係，医療関係，その他協雛
事項に関連する機関・団体の職員の中
から，各家栽の実情等を考腫して避定

各家栽で決定 家庭局 各家殿で
決定

39 少牢関係樋関との連絡

協雛会
各家裁で決定

(4月～翌年3
月）

1日～

2n

少年事件の処理に関して連絡鯛盛を要する
率項

家殻の裁判官及び書記官，家裁鯛査
官
係
保謹関係，教育関係及び警察閲
その他協畿事項に関連する機関。

団体の職員の中から，各家識の実情等
を考慮して選定

各家裁で決定 家庭局 各家裁で
決定

40 新任参与員研修会 各家裁で決定（1

月～3月）

1R～2

同

家事審判事件及び人率所舩事件の処理につ
き必要な基礎的知賦の習得

新任参与員又はこれに鋤ずる参与員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

41 参与員研究会 各家裁で決定（6

月～翌年3月）

1日～ワー

R

家率審判事件及び人事訴詮事件の処理につ

き必要な専門的知鐡の習得
参与員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

42 首席家庭裁判所鯛査官

協賎会
1月～2月 1R 1 家庭裁判所鯛査官の閥壷事務等に関し

考慮すべき事項
2首席家庭栽判所鯛査官の執務に関し考
砥すべき率項

首席家庭裁判所鯛垂官 (合同開催）※予定

東京（東京，仙台）
大阪（大阪，札幌）
名古屋（名古屋，高松）
樒岡（福岡．広島）

家庭局 50人
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●

●

■

白

■

■

開催地
■

Q ｡ ､

所管局･
･･畷．ャ 甑鍵入員

43 家事事

協雛会
件担当裁判官等 各高裁で決定

(1月～2月）
1R 家事事件の連用上の諸問題 商寂管内の家裁において家事事件を担

当する裁判官，書記官及び家裁閥査官
各商裁

(一部合同開催）
東京
大阪

名古屋

広勘（広島，高松）
福岡
仙台（仙台．札幌）

家庭局 各高裁で
決定


